
監査公表第１１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づく住

民監査請求の監査結果を、同条第４項の規定により次のように公表する。 

 

  平成２８年１１月２５日 

 

                 新城市監査委員 近 藤  隆 

                 新城市監査委員 鈴 木 達 雄 

 

１ 監査の請求 

  平成２８年９月２７日付けで、監査の請求があった。 

 

２ 監査の結果 

  監査の請求について、監査した結果を次のとおり請求人に通知した。 

 

 

  



                       新 監 ４ ・ ６ ・ １ 

                       平成２８年１１月２５日 

 

 請求人 あて  

 

                 新城市監査委員 近 藤  隆 

                 新城市監査委員 鈴 木 達 雄 

 

   新城市職員措置請求に基づく監査の結果について（通知） 

 

 平成２８年９月２７日付けで提出のあった新城市職員措置請求について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条第４項の

規定に基づき、下記のとおり監査の結果を通知します。 

 

記 

１ 請求の受付 

（１）請求人 

   （住所氏名、省略） 

 

（２）請求の提出日 

   平成２８年９月２７日 

 

（３）請求の件名 

   新城市長穂積亮次に新庁舎建設事業用地外の物件移転補償に関する措置

請求 

 

（４）請求の趣旨 

   新城市職員措置請求書（以下「請求書」という。）による主張事実の要旨

及び求める措置は次のとおりである。 

なお、請求書の原文に即して記載したが、個人名の記号化、個人情報の

省略等を行った。 

 

  ア 主張事実の要旨 

    新城市総合政策部又は建設部用地開発課が所管し平成２６年度から平

成２７年度にかけて実施した事業で、新庁舎建設事業の用地買収に伴い

支出した物件移転補償費の中で、所有者Ｘの一部（建物Ｂ）と所有者Ｙ



（建物Ｃ）の物件移転補償費（所在地は、新城市■■●●番地上に存在

する建物）について、新庁舎建設事業用地外で補償対象外にも関わらず、

所管課はその物件（建物Ｂ及び建物Ｃ）に■■■の居住実態が無いのに、

居住していることにした虚偽の関連移転理由書をコンサルタント会社に

指導及び指示し調査報告書（平成２４年６月提出）を作成させた。 

    その報告書をもとに、平成２６年９月１８日付（書類の大半が黒塗り

のため日付が判読できない）で相手側（所有者Ｘと所有者Ｙ）と市は物

件移転補償契約を締結した。その後当該物件取り壊し工事と隣接用地取

得に時間がかかり、履行期限の平成２７年３月３１日を延伸し、延伸期

限を平成２７年１２月３１日（変更履行期限）迄とした。その後履行期

限前後の期日（黒塗りのため日付判読不明）に契約上の補償金約●●●

●円（２件の物件移転補償契約書が黒塗りのため概算金を記載）を支払

った。 

    この行為は、税の公平公正な使途から見て逸脱した特定な個人に対し

利益を供与した不当な支出となる。 

    また、対象外の物件を関連移転物件とするために、虚偽の文書作成を

担当課職員がコンサルタント会社に指導及び指示し虚偽文書作成させた

ことは、恰も正当性があるかに見せかける詐欺行為であり、公務員とし

て許しがたい行為であるとともに、違法行為（虚偽文書作成を主導した）

にも繋がるものである。 

    この様な重要な案件について職員が独自判断で動くことはないので、

その責任は最高責任者の穂積市長であることは明白である。 

    よって、新城市長穂積亮次は、不当な支出を組織的に執行させたこと

は重大な公金の不当支出に該当する。 

 

  イ 事実を証する書面（すべて写し） 

   ・位置図 １枚 

   ・物件移転補償契約書 ２枚 

   ・物件移転補償変更契約書 １枚 

   ・支出負担行為決議書（平成２６年度、物件） ２枚 

   ・支出負担行為決議書（平成２７年度、物件） １枚 

   ・支出調書（平成２６年度、物件）（請求書を含む） ３部 

   ・支出調書（平成２７年度、物件）（請求書を含む） １部 

   ・検査調書 ２枚 

   ・（建物等調査積算業務委託）調査報告書（平成２４年６月） １部（資

料枚数１０６枚） 



   ・道路改良及び庁舎建設事業に係る用地買収契約について（伺い）１枚 

   ・支出負担行為決議書（平成２６年度、土地） １枚 

   ・協議書（土地の共有名義の配分） １枚 

   ・契約期間延長申出書（土地、理由書を含む） １部 

   ・契約期間延長申出書（物件、理由書を含む） １部 

   ・庁舎建設事業に係る土地売買変更契約及び物件移転補償変更契約の締

結について（伺い） １枚 

 

  ウ 求める措置 

    監査委員は、新城市に対し、次の措置を講ずるよう勧告することを求

める。 

新城市長穂積亮次は、新庁舎建設事業用地外の建物Ｂ及び建物Ｃに関

する物件移転補償費として支出した金額約●●●●円に相当する額を、

市に返還すること。 

 

２ 請求書の受理 

  請求書等には、対象とすべき財務会計行為の時期等及び当該職員に係る諸

事項の特定並びに違法性・不当性、補填すべき損害、求める措置等について、

不明確又は不正確な箇所等が認められたものの、請求の趣旨をできるだけ斟

酌した上で調査、聴取等を行うことにより、判別しうると判断した。 

  そのため、本件請求については、調査等の手続によって請求内容等を精査

し、住民監査請求の対象として適切なものを選別することを前提として、選

別の結果において所定の法定要件を具備していると認められるものに対し監

査を実施することとし、平成２８年１０月５日付けでこれを受理することを

決定した。 

 

３ 監査の実施 

  監査は、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えたほか、市当局から提

出された書類についての調査及び関係職員等からの事情聴取等により実施し

た。 

 

（１）監査の対象事項 

   請求書及び請求人の陳述内容から判断し、請求の趣旨を次のように解し

て監査を実施した。 

   新庁舎建設事業の用地買収に伴う物件移転補償のうち、新庁舎建設事業

用地（以下「事業用地」という。）外にあった所有者Ｘの所有する建物Ｂ及



び所有者Ｙの所有する建物Ｃに係る物件移転補償について、 

 

ア 建物等調査積算業務委託に係る調査報告書（ここでいう調査報告書は、

平成２４年６月に提出された所有者Ｘ及び所有者Ｙに係るものをいう。

以下「調査報告書」という。）の作成において、市職員が受託業者に対し

て虚偽の調査報告書を作成させたかどうか 

 

イ 市長が市職員に対し、虚偽の調査報告書を作成させるよう指示したか

どうか、また、この虚偽の調査報告書により契約するよう指示したかど

うか 

 

ウ この調査報告書をもとに締結した物件移転補償契約により支出した補

償金約●●●●円は、公金の不当な支出に当たるかどうか、また、この

支出は市に損害を生じさせたかどうか 

 

を監査することとした。 

なお、虚偽の調査報告書とは、事実と異なることを前提にしたことによ

り関係法令等の適用を誤った報告書と解することとした。 

 

（２）請求人の証拠の提出及び陳述等 

   法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２８年１０月１４日に、証拠

の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人は請求の要旨を補足するた

めの陳述を行い、新たな資料を提出した。また、請求の趣旨に対する疑義

について聴取を行った。 

 

  ア 陳述の機会に提出された追加資料 

    ・庁舎建設に伴う補償費についてのメモ（平成２８年３月新城市議会

定例会一般質問） 

 

  イ 陳述の日以後に提出された追加資料（平成２８年１１月９日受領） 

    ・所有者Ｘ宅の補償検討についてのメモ 

 

（３）監査対象部局 

   ・総合政策部（平成２７年４月の市組織機構の変更により廃部となったが、

関連業務については建設部用地開発課に引き継がれた。） 

   ・建設部用地開発課 



 

（４）事情を聴取した関係職員 

   平成２８年１０月２７日及び同２８日に、次の関係職員に対し、事情聴

取を行った。 

   ・市長 

   ・総合政策部長（当時） 

   ・総合政策部参事（当時） 

   ・総合政策部副参事（当時） 

   ・建設部長 

   ・建設部用地開発課長 

   ・建設部用地開発課主任 

 

（５）関係人の調査 

   本件請求の物件移転補償に関する調査報告書作成についての事実関係を

把握するため、法第１９９条第８項の規定に基づき、建物等調査積算業務

の受託業者に、文書による回答を求めた。（平成２８年１０月２８日受領） 

   ・株式会社間瀬コンサルタント新城営業所 

 

４ 監査の結果 

（１）物件移転補償 

   請求人の主張する事業用地外の物件移転補償については、所有者Ｘと市、

及び所有者Ｙと市との間において、それぞれ契約が締結され、それぞれの

契約に基づき履行されていた。 

 

ア 所有者Ｘと市との物件移転補償契約について 

所有者Ｘの所有する事業用地内の建物Ａ及び事業用地外の建物Ｂに係

る契約であり、契約金額は両建物に係る物件移転補償費の総額となって

いた。 

    なお、契約履行の経過は次のとおりであった。 

      平成２６年９月１８日 物件移転補償契約 

                （移転期限 平成２７年３月３１日） 

      平成２６年１０月３日 前払金支払 

      平成２７年３月３１日 変更契約（契約期間の変更） 

              （変更後の移転期限 平成２７年１２月３１日） 

      平成２７年１２月８日 物件移転完了 

      平成２７年１２月１１日 完了検査 



      平成２７年１２月２５日 残金支払（完了払） 

 

     請求書が提出された平成２８年９月２７日において、当該行為の終

わった日から１年を経過していないことから、監査の対象とした。 

 

イ 所有者Ｙと市との物件移転補償契約について 

所有者Ｙの所有する事業用地外の建物Ｃに係る契約であった。 

    なお、契約履行の経過は次のとおりであった。 

      平成２６年９月１８日 物件移転補償契約 

                （移転期限 平成２７年３月３１日） 

      平成２６年１０月３日 前払金支払 

      平成２７年２月１３日 物件移転完了 

      平成２７年２月１９日 完了検査 

      平成２７年３月１０日 残金支払（完了払） 

 

     請求書が提出された平成２８年９月２７日において、契約履行に伴

う残金が、平成２７年３月１０日に支払われ、既に１年が経過してい

ること、また、知ることができなかった正当な理由も示されていない

ことから、監査の対象とは認められなかった。 

 

（２）事実確認及び監査委員の判断 

   所有者Ｘと市との物件移転補償契約について 

 

ア 請求人の主張では、「新庁舎建設事業の用地買収に伴い支出した物件移

転補償費の中で、所有者Ｘの一部（建物Ｂ）と所有者Ｙ（建物Ｃ）の物

件移転補償費について、新庁舎建設事業用地外で補償対象外にも関わら

ず、所管課はその物件（建物Ｂ及び建物Ｃ）に■■■の居住実態が無い

のに、居住していることにした虚偽の関連移転理由書をコンサルタント

会社に指導及び指示し調査報告書（平成２４年６月提出）を作成させた。」

とあるが、関係書類の調査、関係職員の聴取において、「居住実態が無い

のに、居住している」ことにするよう指示したという行為は確認できな

かった。受託業者においても、こうした指示を受けたということについ

て否定している。 

また、調査報告書には、建物Ｂは事業用地内にある建物Ａと一画地と

認められる敷地内にある建物で、所有者Ｘが物置として使用しているこ

とが記述されている。この建物Ｂは建物Ａを補完する利用形態があり、



両建物は一体不可分の建物として居宅全体の構外移転を妥当としている。

請求人は、「居住実態が無いのに、居住していることにした」と主張して

いるが、物置であることから居住の有無に左右されるものではなく、請

求人の失当と言わざるを得ない。 

したがって、所有者Ｘの所有する建物Ｂに係る調査報告書については、

請求人の主張する虚偽の調査報告書に当たるとは認められない。 

    なお、この調査報告書は、土地収用法（昭和３８年法律第９号）第７

７条及び第８８条、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱（昭和３７

年６月２９日閣議決定）第２４条、公共用地取得に伴う損失補償基準（昭

和３７年１０月１２日用地対策連絡協議会決定）第２８条等の趣旨に沿

って作成されたものと認められる。 

 

イ 請求人は、「この様な重要な案件について職員が独自判断で動くことは

ないので、その責任は最高責任者の穂積市長であることは明白である。」、

「新城市長穂積亮次は、不当な支出を組織的に執行させたことは重大な

公金の不当支出に該当する」と主張しているが、建物等調査積算業務委

託及び物件移転補償契約に係る決裁は、新城市決裁規程（平成１７年新

城市訓令第５号。以下「決裁規程」という。）に定める決裁権者が決裁し

ており、市長が決裁しているものはなかった。並びに、市長がこの決裁

規程を超えて決裁を行うよう、若しくは決裁をしないよう指示した形跡

等は見られなかった。また、建物等調査積算業務委託に係る調査報告書

作成段階において、市長が市職員に指示し、若しくは市職員が市長から

指示を受けた形跡等も見られなかった。 

 

ウ 請求人は、「特定な個人に対し利益を供与した不当な支出となる。」と

主張しているが、所有者Ｘの所有する建物Ｂに係る調査報告書について

虚偽の調査報告書とは認められなかったので、この調査報告書をもとに

締結した物件移転補償契約により支出した物件移転補償費は、不当な支

出とは認められない。 

なお、この物件移転補償費に係る財務会計の手続きについては、新城

市予算決算会計規則（平成１７年新城市規則第４２号）に基づき適正に

執行されていると判断できた。 

 

 

 以上、本件請求については、監査委員の合議により次のとおり決定した。 

 



結論 

  本件請求に係る物件移転補償契約２件のうち、所有者Ｙと市との間におい

て締結した契約に係る措置請求については、法第２４２条第２項の規定に基

づき、却下する。 

  本件請求に係る物件移転補償契約２件のうち、所有者Ｘと市との間におい

て締結した契約に係る措置請求については、関係書類の調査、関係人の事情

聴取及び受託業者に対する書面調査を実施した結果、請求人の主張する事実

は認められなかった。したがって、本件請求に係る公金の支出を不当な支出

であるとした請求人の主張は根拠のないものと判断し、当該措置請求には理

由がないものと認め、棄却する。 

 

 

  


